
○写  

府 公 第 1 4 8 号 

平成 23 年 12 月１日 

 公文書管理委員会 

委員長 御厨 貴  殿 

 

 

                  内閣総理大臣 野田 佳彦 

 

 

諮  問  書 

 

 

 下記について、公文書等の管理に関する法律（平成 21 年法律第 66 号）第 29

条第１号の規定に基づき、諮問します。 

 

記 

 

  出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱

した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成 21 年法律

第 79 号）の施行に伴い、別紙のとおり、公文書等の管理に関する法律施行令（平

成22年政令第250号）第20条第１項第１号及び同条第２項の改正等を行うこと。 
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政
令
第

号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理

に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
案

（
抄
）

（
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
外
国
人
登
録
証
明
書
」
を
削
り
、
「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」
の
下
に
「
、
出
入
国
管

理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
、
日
本
国
と
の
平

和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
、
外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
そ
の
他
の
」
を
「

そ
の
他
の
そ
の
者
が
当
該
複
写
し
た
も
の
に
記
載
さ
れ
た
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
」
に
改
め
る
。

別紙
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
改
正
法
施
行
日
（
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規

定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
三
条
、
第
十
六
条
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
並
び
に
第
二
十
七
条
（
第
十
六
条
及
び
第
二
十
二
条

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

改
正
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
四
年
一
月
十
三
日
）

二

第
二
十
条
の
規
定

住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日

三

第
四
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
二
十
七
条
（
第
十
七
条
及
び
第
二
十
四
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

平
成
二
十
四
年
六
月
九
日

四

第
九
条
第
一
号
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
十
三
第
十
五
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

平
成

二
十
六
年
一
月
一
日

別紙
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別紙

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
十
一
条
及
び
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
中
長
期
在
留
者
が
所
持
す
る
旧
外
国
人
登
録
法
に
規
定
す
る
外
国
人
登
録
証
明
書
は
在
留
カ
ー
ド
と
み
な
し
、
特
別

永
住
者
が
所
持
す
る
旧
外
国
人
登
録
法
に
規
定
す
る
外
国
人
登
録
証
明
書
は
特
別
永
住
者
証
明
書
と
み
な
す
。

一

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
九
条
の
二
第
一
号

二

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
同
令
第
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

三

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
令
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

四

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
旧
外
国
人
登
録
法
に
規
定
す
る
外
国
人
登
録
証
明
書
が
在
留
カ
ー
ド
と
み
な
さ
れ
る
期
間
は
改
正

法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
期
間
と
し
、
特
別
永
住
者
証
明
書
と
み
な
さ
れ
る
期
間
は
改
正
法
附
則
第
二
十
八

条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。



○
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
）

（
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
）

第
二
十
条

法
第
十
七
条
の
利
用
請
求
を
す
る
者
は
、
国
立
公
文

第
二
十
条

法
第
十
七
条
の
利
用
請
求
を
す
る
者
は
、
国
立
公
文

書
館
等
の
長
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か

書
館
等
の
長
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か

を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

利
用
請
求
を
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
と
同
一

一

利
用
請
求
を
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
と
同
一

の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
運
転
免
許

の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
運
転
免
許

証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和

証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
、
外
国
人
登
録
証
明
書
、
住

四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
四
第
一
項

民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三

に
規
定
す
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
出
入
国
管
理
及
び
難

十
条
の
四
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九

そ
の
他
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
交
付

条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約

さ
れ
た
書
類
で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
請
求
を
す
る
者
が
本
人

に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
も
の

関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
そ
の
他
法
律
又
は
こ

れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
類
で
あ
っ

て
、
当
該
利
用
請
求
を
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
に
足
り
る
も
の

二

（
略
）

二

（
同
上
）

２

利
用
等
規
則
（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
等

２

利
用
等
規
則
（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
等

規
則
を
い
う
。
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
に
お
い
て
同
じ

規
則
を
い
う
。
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
定
め
る
書
類
を
国
立
公
文
書
館
等
の
長
に
送
付
し
て
法

。
）
に
定
め
る
書
類
を
国
立
公
文
書
館
等
の
長
に
送
付
し
て
法

第
十
七
条
の
利
用
請
求
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
利
用
請
求
を

第
十
七
条
の
利
用
請
求
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
利
用
請
求
を
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す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
に
掲
げ

す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
に
掲
げ

る
書
類
の
い
ず
れ
か
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
及
び
そ

る
書
類
の
い
ず
れ
か
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
及
び
そ

の
者
の
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
そ
の
者
が
当
該
複
写
し
た
も

の
者
の
住
民
票
の
写
し
、
外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
そ
の
他
の

の
に
記
載
さ
れ
た
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
国
立

国
立
公
文
書
館
等
の
長
が
適
当
と
認
め
る
書
類
（
利
用
請
求
を

公
文
書
館
等
の
長
が
適
当
と
認
め
る
書
類
（
利
用
請
求
を
す
る

す
る
日
前
三
十
日
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
国

日
前
三
十
日
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
国
立
公

立
公
文
書
館
等
の
長
に
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

文
書
館
等
の
長
に
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

別紙
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